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〈問合せ先〉豊中市教育委員会事務局 教育総務課 学務係（豊中市役所 第一庁舎６階）
〒561-8501　豊中市中桜塚３丁目１番１号　電話：０６-６８５８-２５５３

小・中学生の子どもがいる
家庭であれば、どなたでも

お申込みできます（所得制限あり）。
豊中市にお住まいの国立・私立学
校の小・中学生も対象です（ただし、
学校給食費・医療費を除く）。

誰でも
利用できますか。

毎年5月ごろ
「就学援助制度の申込受付
を始めます」が学校を通じて

配布されます。

所得等に基づき
認定の可否が決定され、
結果通知が届きます。

受付場所で申込書を記入し、
提出します。

また、電子申込でもお申込み
いただけます。

認定後、就学援助費が
支給されます。

（ 　　　　 　）貸付ではありませんので、
返済は不要です。

①保護者の口座がわかる
もの ②また、被災や失業

など、世帯の状況により別途書類
が必要な場合があります。

申込みには、
何が必要ですか。

小・中学校の子どもの学年や
人数、申込日によって支給額

が異なります。
詳しくは「就学援助制度の申込受付
を始めます」や豊中市のホーム
ページをご覧ください。

支給額は
いくらですか。

市役所内で受付をします。
また、豊中市のホームページ

から電子申込でお申込みいただけ
ます。

受付場所は
どこですか。

ご自分の世帯の所得がわからない場合は、まずはお申込みください。
所得基準額の詳細は、「就学援助制度の申込受付を始めます」や豊中市のホーム
ページをご覧ください。

「所得制限あり」とのことですが、
自分の世帯の所得が基準額内であるかわかりません。
所得基準額を教えてください。


